
田園公民館 1 階エアコン取替修繕 仕様書 

 

 

１．総則 

  この仕様書は、五條市が令和８年度に実施する下記施設のエアコン取替修

繕について、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

２．納品場所 五條市立田園公民館（五條市田園４丁目１４番地の３） 

 

        

３．履行期間 契約締結日から令和９年３月１７日（水）まで 

 

 

４．内  容 

（１）１階部分のエアコン１１台及び１階エアコン用室外機の取替修繕を行

う。（配管化粧カバーを含める。設置場所は別途協議する。） 

（２）旧エアコンについては撤去し、危険のないよう配線の処理を行う。 

※エアコンを使用するにあたり、電気設備の変更等が必要な場合は金額に 

含めること 

 

（現在設置されているエアコン） 

設置場所 メーカー名 品番 数量 

屋外室外機置場 ダイキン工業 RXGYJ355K １ 

ふれあいコーナー 

１階ホール 
ダイキン工業 FXYFJ56KC ３ 

会議室 

事務室 
ダイキン工業 FXYFJ45KC ３ 

和室 ダイキン工業 FXYAJ71KC １ 

調理実習室 ダイキン工業 
SMYNJ80BD 

※室内機は４台 
２ 

 

 

５．施設の下見及び施工図面の確認について 

   施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。 

また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。 

 

・下 見 日 令和８年５月２９日（金） 

      令和８年６月 １日（月） 

      令和８年６月 ２日（火） 

 

・下見時間 午後１時３０分から午後４時 

     

・条  件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。 

 



 

６．その他 

（１）受注者は、設置の実施にあたり、関連する法令等を遵守すること。 

（２）受注者は、設置の実施にあたり、事故の内容安全管理に十分留意する 

 ものとし、対象施設及び第３者に損害を与えた場合は、その損害を賠償 

する義務を負うものとする。 

（３）設置の実施に伴い使用する機材及び消耗品については、受注者が準備 

すること。 

（４）発生材の処分等については、受注者が関連法令に従い、適切に処分 

すること。 

（５）アスベストについてはみなし対応とする。 

（６）既設配線について絶縁不良があった場合は、配線張替等は別途見積対

応とする。 

（７）器具交換の際に、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修でも可と

する。 

（８）施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、 

施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。 

（９）作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と 

相談すること。 

（１０）受注者は、設置完了後、写真を添え、請求書を提出すること。 

 （１１）設置の実施にあたり、その他必要な事項については、発注者と受注 

者が協議の上、決定することとする。 

 


